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墓地等の開発調整の手続の詳細フロー

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

  

  

      

    
 

  

   

  
 

   

  

 

    

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

  

   

  

 

近隣住民（開発区域に接
する敷地の土地所有者等
を含む。）
・第82条第1項第1号の場
合は開発区域から100
ｍの範囲（開発区域か
ら幅員6ｍを超える主要
な道路に接続する道路
がある場合は、当該道路
に接する敷地を含む。）
・第82条第1項第2号の
場合は開発区域に接す
る敷地（開発区域が道
路に接する場合は、接
する道路の反対側の境
界線に接する敷地の近
隣住民を含む。）

練馬区 事業者

現場調査の回答等 事前相談　規則第42条

台帳の閲覧　第51条第2項 開発事業に係る届出  第51条  規則第42条  第37号様式

説明会の助言指導  第80条第2項

台帳の閲覧　第80条第3項

墓地等の設置に係る届出  第80条第1項  規則第43条  第38号様式
・墓地等の設置または拡張
第80条第1項による届出後の事業計画廃止の届出　第80条第4項

標識の設置　第81条　規則第45条
第41号様式の2、第41号様式の3、第41号様式の4

・墓地条例に基づく許可申請予定日の90日前
・都・区紛争予防条例標識設置の60日前・建築確認申請等の90日前

標識設置の届出　第81条第2項 規則第45条第3項

説明会を開催する場合7日前までに開催通知　第82条第3項

説明会の開催等および協議　第82条　標識設置の日から15日以内
概要の公表　第83条第2項
申請の日から3日以内 協議申請・協議  第83条第1項  規則第47条第1項  第51号様式

事業者へ意見書を提出
　第84条

区長へも写しを送付
概要の公表の日から7日

必要に応じて書面意見の提示　第85条
概要の公表の日から10日以内

意見への見解書の提出　第86条第1・2項
近隣住民への見解書の写しを区長に送付見解書の写しの公表　第86条第3項

必要に応じて説明会の開催の措置 協議終了通知前に計画変更がある場合には変更届  第88条  規則第49条  第57号様式

協定の締結　第87条第1項

協議の終了協議終了通知･公表　第87条第2項

変更協定の締結　第88条第4項

変更協議終了通知･公表  第88条第5項 変更協議の終了

墓地条例の許可申請

工事着手届  第103条第1項  規則第63条  第73号様式

工事中間検査･完了検査　第104条第1項

是正通知の送付　第104条第2項

工事完了届　第103条第2項  規則第63条  第74号様式  工事中断届出・開発事業廃止届出 第103条第3項

完了検査終了通知の送付  第104条第2項
墓地条例の許可

施設の使用開始

練馬区墓地等の経営の許可等
に関する条例による手続

必要に応じて説明会の開催の措置 終了通知後に計画変更がある場合には変更協議申請  第88条  規則第49条  第57号様式の2

 
 
 
必要に応じて報告の要請  第103条第4項

あっせん第98･99条　調停第100～102条
見解書の公表の翌日から7日以内の申出




